
あ
る
。
河
道
の
改
修
ご
同
郷
、
新
ら
し
い
支
那
の
開
登
の
　
　
綱
の
改
修
は
是
非
行
は
れ
ね
ば
な
ら
澱
ε
思
ふ
。
こ
れ
予

た
め
に
、
特
に
黄
河
李
原
の
農
耕
開
登
の
た
め
に
、
蓮
河
　
　
の
本
論
を
姦
し
た
る
所
以
で
あ
る
。
（
大
正
＋
五
年
二
月
）

リ
ュ
ク

ル
ゴ
ス
ご
傳
説
そ
の
・
交
化
史
的
意
義
㎝

⇔

　
　
　
四
、
内
容
か
ら
の
考
察

　
吾
々
は
、
次
に
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
憲
法
の
内
容
か
ら
考
察

を
進
め
て
見
よ
う
。

　
そ
の
一
、
政
治
組
織
に
就
い
て
。

　
の
　
Ω
o
ヨ
ω
㌶
　
既
に
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
か
ら
長
老
の
意

見
を
聴
く
慣
習
は
あ
る
Q
ρ
σ
q
騨
ヨ
Φ
筥
乞
昌
は
窯
・
。
・
8
醜
等
を

召
集
し
そ
の
意
見
を
徴
し
て
居
る
Q
（
H
夢
ρ
H
H
温
い
…
H
H
台
轟
）

若
し
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
新
制
度
ご
し
て
墨
ぐ
べ
き
瀦
が
あ

脳
り
ご
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
國
王
を
加
へ
て
三
十
人
ご
入
数

を
規
定
し
た
黙
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
第
十
～
稔
　
　
研
究

文
學
士
　
原

リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
纏
弾
懸
既
電
そ
の
・
叉
化
癖
～
菌
叩
帝
㍑
醐
（
下
）

随

園

　
…
証
　
艶
の
鋤
肋
拭
怪
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
が
（
ぞ
圃
一
コ
口
。
零
一
帥
♪
鋤
。
欝
●
⇔
簿

　
ω
．
尊
。
）
グ
ロ
ー
｝
に
ド
リ
ヤ
人
の
三
郷
族
に
關
係
の
あ
ろ
鍛
な
ろ
べ
し

　
ミ
推
定
す
ろ
。
（
綴
陣
ω
滑
。
団
σ
q
び
目
同
●
p
や
い
Q
o
沁
・
）

　
②
魯
。
ぽ
是
も
ホ
メ
質
ス
に
は
》
げ
Q
§
ご
見
え
、

老
若
共
に
必
要
に
磨
じ
て
集
ま
り
、
一
定
の
場
所
ご
時
ご

は
な
い
。
（
鑓
菖
H
「
藁
。
。
。
。
）
長
老
逡
が
岩
石
な
ざ
に
腰
か
け
る

の
に
醤
し
て
地
上
に
座
席
を
占
め
（
鍔
H
H
●
O
辞
図
く
罎
．
い
。
ω
）
。
・

野
合
並
び
に
そ
の
場
所
を
も
ア
ゴ
ラ
ご
繕
し
た
（
切
信
・
・
。
詳
撃

。
，
〔
、
p
｛
硫
獲
、
昌
角
。
幹
ω
串
）
。
ヲ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
改
革
で
憂
つ
だ
の

は
、
唯
、
三
十
歳
以
上
の
男
子
を
有
資
格
者
ご
し
た
事
、

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
王
九
　
（
三
九
九
）



㍉

　
　
　
第
十
｝
巷
　
　
研
究

叉
集
合
の
場
所
を
同
汐
ぴ
》
汗
。
ご
囚
”
芭
（
門
○
欝
こ
の
問
に
指

定
し
た
事
、
（
ア
ソ
ス
ト
ラ
レ
ス
の
考
に
よ
れ
ば
、
宕
舅
解

9
ご
は
河
を
、
切
9
ξ
同
（
o
ビ
は
橋
を
意
滅
す
る
ε
プ
ル
タ

ル
ク
は
言
ふ
（
U
｝
．
一
（
．
O
。
凱
）
）
粗
悪
王
ご
長
老
會
こ
か
ら
の
提

案
に
賛
否
を
表
す
る
権
限
を
規
定
し
だ
事
、
な
ご
で
あ
っ

て
、
是
が
特
色
ご
考
へ
得
る
の
み
で
あ
る
。

リ
ユ
〃
ル
ゴ
ス
徳
親
ε
そ
の
丈
犯
更
的
意
義
（
下
）

　
㈲
国
℃
ぎ
δ
同
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
リ
ェ
ク
ル
ゴ
ス
の
定
め

た
所
ε
記
し
て
居
る
が
（
H
ひ
U
）
。
　
プ
川
タ
ル
ク
の
ジ
ュ
ク

ル
ゴ
ス
傳
に
は
一
三
〇
年
後
ご
み
え
（
ρ
圃
）
。
囚
δ
o
ヨ
魯
認

傳
に
は
メ
ッ
セ
ニ
や
戦
役
の
頃
、
嘆
声
の
代
り
に
設
減
し

た
ε
傳
へ
て
居
る
。
（
ρ
、
。
）

　
此
の
制
度
は
ド
ジ
や
諸
國
を
蓮
じ
て
見
ら
る
、
所
で
あ

り
、
ス
メ
ル
タ
に
於
て
も
、
既
に
古
く
か
ら
存
在
し
沈
も

の
で
あ
る
。
（
芽
嵩
L
㌧
9
．
歌
。
剛
「
周
．
・
。
●
戯
い
）
。
そ
し
て
久
し
き
登

展
を
経
て
、
六
、
五
盤
紀
の
間
に
完
成
し
た
も
の
ご
思
は

れ
晦
り
・
ク
誉
ス
の
制
逸
士
ば
を
も
の
は
慈

『

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
擁
　
　
　
　
山
ハ
0
　
（
四
〇
〇
）

じ
て
翫
只
族
國
家
で
あ
り
、
之
は
監
督
官
欄
度
に
よ
っ
て

始
め
て
支
持
せ
ら
れ
（
ご
．
〆
O
藁
）
。
此
の
制
度
が
な
け
れ
ば

王
政
ご
何
等
異
な
る
遜
が
な
い
。
從
っ
て
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ

ス
に
蹄
せ
ら
る
、
理
想
國
か
ら
、
此
の
震
度
を
除
く
事
は

理
想
的
貴
族
國
家
の
基
礎
ご
な
る
要
素
を
き
り
離
す
に
等

し
い
。
（
窯
。
）
，
2
凶
剛
邑
温
』
累
）
そ
れ
に
も
關
ら
す
、
フ
ユ
ク
ル

ゴ
ス
の
制
度
と
し
て
傳
説
が
一
致
を
み
な
い
の
は
、
甚
だ

適
し
き
黙
で
あ
る
。

　
駐
　
A
既
に
監
督
官
の
名
表
に
入
世
紀
に
遡
り
得
ろ
が
繊
限
に
次
第
に
欝

　
　
大
し
六
も
の
で
あ
る
。
プ
ル
タ
ル
ク
に
引
け
ろ
（
い
冤
一
（
●
　
○
．
　
α
）
↓
貿
言
。
口
凱

　
　
の
句
に
「
法
律
に
二
人
の
王
定
元
老
院
定
及
び
民
會
ミ
で
、
決
定
さ
れ

　
　
る
」
虐
あ
ろ
。
そ
の
眞
偶
に
疑
に
れ
て
居
う
が
（
気
。
鴇
さ
男
葭
硫
。
潮
ρ
い

　
　
8
ム
ω
。
）
若
し
眞
實
定
ぜ
ば
監
督
官
の
灌
限
為
考
察
す
る
に
際
し
て
波

　
　
睡
す
べ
き
詑
事
で
あ
る
。

　
註
　
∬
五
人
ビ
い
ふ
数
に
ス
パ
ル
タ
の
部
族
ピ
關
係
あ
ろ
べ
し
Q
（
畠
切
・

　
　
霊
。
ぎ
鰻
．
弓
D
ρ
麸
Z
塞
一
同
o
m
・
円
い
）

之
を
要
す
る
に
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
政
治
組
織
の
改
革
は

從
來
存
在
せ
し
、
又
は
ス
パ
μ
タ
に
當
然
起
る
べ
か
り
し



る　制

。度
　　を

　の
　み
　列

　　し
　　た

　　に

　過
　　ぎ
　　な

　　い

　事

　　吾
　　］，E？F

　　は
　　登
　　見
　　す

　
　
　
そ
の
二
、
土
地
の
三
等
分
配
に
就
い
て

　
ス
パ
ル
タ
に
於
い
て
、
嘗
て
土
地
の
卒
分
が
行
は
れ
た

ご
い
ふ
、
歴
史
的
三
襟
は
な
い
が
、
土
地
を
誉
詞
に
よ
っ

て
雫
等
に
分
配
す
る
事
は
、
難
。
δ
の
こ
い
ふ
言
葉
が
示
し

て
居
る
。
（
H
芽
み
良
く
・
お
。
。
）
又
チ
ュ
ル
タ
イ
オ
ス
の
句
を
信

じ
得
．
る
ε
す
れ
ば
「
戦
禍
を
蒙
っ
た
市
民
が
土
地
の
再
分

配
を
要
求
し
た
」
ε
あ
る
か
ら
（
跨
『
｛
ω
叶
。
仲
。
回
①
・
。
㌔
。
｝
三
。
硯
ダ
8
畠

。
冨
）
か
、
る
李
等
分
配
の
修
正
が
時
々
行
は
れ
た
事
も
、

事
實
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
◎
同
時
に
ω
陽
月
脅
巴
の
数

が
九
千
と
あ
る
の
も
、
ア
リ
ス
ト
ラ
レ
ス
が
（
薫
山
・
員
ρ
同
、

一
。
、
）
ス
メ
ル
タ
市
民
の
入
口
は
、
嘗
て
一
萬
人
を
下
ら
な

か
っ
た
事
が
あ
る
ご
言
っ
て
居
る
か
ら
、
全
然
あ
）
う
べ

辱
か
ら
ざ
る
虚
妄
の
数
で
は
な
い
か
の
様
に
見
え
る
。

　
け
れ
ざ
も
、
實
は
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
分
配
し
た
こ
い
ふ

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究

リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
凱
定
そ
の
丈
佑
史
的
野
阜
（
下
）

数
は
、
所
要
が
塵
々
と
し
て
居
る
Q
（
一
説
に
は
ソ
ユ
ク
ル

ゴ
ス
の
時
六
千
、
後
℃
○
督
焦
。
δ
の
の
疇
三
千
を
加
ふ
ご
見

え
、
又
一
説
に
は
団
○
だ
号
δ
ω
の
時
に
倍
加
し
て
九
千
に
な

っ
た
こ
も
言
ふ
○
）
且
つ
そ
の
窮
極
の
総
数
た
る
ω
℃
錠
篤
甲

張
鉱
あ
ん
イ
丁
娼
。
ユ
。
芹
○
豊
富
雷
阿
ご
い
ふ
を
プ
ル
タ
ル
ク
に
み
ゆ
’

る
跨
σ
q
凶
の
王
の
改
革
（
ρ
U
）
に
よ
る
分
配
数
四
千
五
百
、
及

び
一
驚
五
千
ご
皆
無
照
す
れ
ば
、
各
二
倍
に
相
饗
す
る
。

師
ち
此
の
黙
か
ら
み
て
此
の
数
字
は
後
世
の
劇
作
た
る
疑

が
濃
い
。
殊
に
グ
ロ
ー
ト
の
力
説
せ
る
如
く
、
フ
ユ
ク
ル

ゴ
ス
に
倹
し
て
、
ア
フ
ス
ト
タ
レ
ス
以
前
に
は
土
地
分
配

の
傳
説
が
傳
は
ら
す
（
峯
、
鉾
。
葺
二
目
H
に
や
ω
ε
。
ア
リ
ス
ト
ヲ

レ
ス
以
後
、
就
會
改
革
の
叫
ば
れ
た
ア
ギ
ス
王
以
前
に
、

此
の
虚
説
が
漣
つ
た
も
の
だ
ご
す
れ
ば
　
土
地
孕
分
の
傳

説
は
幽
々
、
假
託
に
出
で
た
ご
考
へ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
傳
説
に
よ
れ
ば
、
リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
は
、
傲
慢
、
嫉
覗
、

奢
修
及
び
奮
來
の
肚
會
的
病
根
な
る
貧
富
の
差
を
李
準
な

ら
し
め
ん
と
て
企
て
た
の
で
あ
る
こ
い
ふ
Q
（
与
ピ
ρ
。
。
）
い

　
　
　
　
　
　
　
駕
σ
三
胎
　
　
　
　
山
ハ
一
　
（
加
【
0
一
）



　
　
　
第
や
一
二
　
，
研
　
究

か
に
も
、
土
地
の
忌
詞
分
配
は
、
若
し
實
現
し
亡
べ
く
ん

ば
証
會
的
疾
患
の
治
療
法
こ
し
て
適
切
で
あ
る
に
相
違
な

い
◎
け
れ
ざ
も
之
に
は
国
忌
に
關
す
る
規
定
を
明
確
に
し

て
お
か
ね
ば
、
間
も
な
く
粂
併
行
は
れ
元
の
不
屈
等
に
還

る
で
あ
ら
う
。
覗
に
、
此
の
分
配
地
の
壷
買
は
禁
止
さ
れ

る
の
が
通
期
で
あ
る
が
（
b
目
凶
頓
仲
。
陣
。
一
〇
ψ
り
団
。
躍
餓
O
o
ほ
　
H
目
・
　
O
M
　
同
p
α
α
び
）
。
轟

々
属
行
は
期
し
難
く
。
そ
こ
で
之
を
緩
和
し
て
、
或
は
最

初
の
分
配
地
に
限
っ
て
長
齢
を
禁
じ
（
凶
三
磨
く
H
何
回
い
お
9
）
。
そ

の
取
締
さ
へ
困
難
ご
な
る
や
途
に
世
帯
却
を
辱
恥
ご
す
る
と

い
ふ
に
到
っ
た
。
帥
ち
結
局
は
法
律
に
よ
る
強
制
取
締
の

不
可
能
か
ら
、
任
意
な
道
徳
的
制
限
ε
な
っ
て
絡
っ
て
居

る
O
（
筐
創
・
H
H
●
O
L
ミ
8
）

　
ア
ギ
ス
傳
に
よ
れ
ば
、
死
等
の
土
地
は
原
則
と
し
て
父

子
評
議
へ
、
遺
言
に
よ
る
透
歯
な
譲
許
は
監
督
官
の
一
人

国
℃
冨
臼
農
の
時
に
始
ま
っ
た
ご
傳
へ
ら
れ
る
（
ρ
い
）
。
然

し
ア
ソ
ス
・
，
ブ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
早
く
か
ら
畠
由
庭
分
も

轡
凍
た
ら
し
い
。
（
ぎ
同
素
。
。
・
・
H
回
．
O
u
目
ミ
。
p
）
之
は
富
の
不
李
等

サ
ユ
〃
〃
ゴ
ス
簿
蹴
亡
そ
の
丈
化
吏
的
最
高
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
山
ハ
ニ
　
（
四
〇
二
）

に
な
る
墓
で
あ
っ
た
。
ア
ギ
ス
栖
阿
や
（
ρ
O
）
ク
ヒ
オ
メ
ネ
ス

傳
（
ρ
o
）
に
よ
れ
ば
、
ス
パ
ル
タ
の
寒
入
は
莫
大
な
財
産

を
所
有
し
て
居
り
、
ア
ソ
ス
ト
プ
レ
ス
は
土
地
の
書
近
く

は
婦
人
の
所
有
で
あ
っ
た
ε
傳
へ
る
（
受
鼻
H
H
O
．
同
ミ
。
ρ
）
。
か

く
の
如
き
富
は
如
何
に
し
て
生
じ
た
か
。
γ
ソ
ス
ト
プ
レ

ス
は
、
そ
の
原
因
を
持
墾
金
、
遺
産
相
懸
に
あ
る
こ
い
ふ

（
同
上
）
。
部
ち
振
売
ご
し
て
は
父
子
相
論
で
あ
る
こ
し
て
も

・
鼠
由
な
言
分
が
行
は
れ
た
に
相
違
な
く
、
是
に
よ
っ
て
富

の
沸
騰
等
を
生
じ
た
ε
言
ひ
得
る
。

　
さ
れ
ば
一
旦
、
人
爲
的
に
富
の
不
卒
論
を
匡
正
す
る
ご

し
て
も
、
そ
の
溺
根
を
除
く
方
法
を
講
じ
、
そ
の
歌
態
の

永
綾
を
計
ら
ね
ば
、
そ
の
三
越
は
殆
ん
と
無
い
ε
い
っ
て

よ
い
。
少
く
こ
も
、
さ
け
が
た
き
人
ロ
の
二
化
に
俘
っ
て

分
配
地
の
修
正
が
必
然
行
は
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
然
る
に

何
の
規
定
も
し
て
居
な
い
。
此
の
舜
配
は
男
女
の
使
用
量

を
さ
へ
規
定
し
、
彼
等
の
健
康
の
許
す
範
園
に
ま
で
生
活

は
き
り
つ
め
ら
れ
（
い
滋
や
ρ
。
。
）
少
し
の
鯨
裕
も
な
い
の
で
あ



る
か
ら
、
入
口
が
一
入
で
も
塔
欲
す
れ
ば
、
忽
ち
窮
境
に

照
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
使
用
量
の
見
積
り
さ
へ
企
て
、

あ
る
に
も
關
ら
す
、
分
配
の
修
正
若
し
く
は
相
績
に
つ
い

て
、
全
然
無
規
定
で
あ
る
事
は
、
此
の
雫
準
法
が
、
實
際

案
こ
し
て
、
甚
だ
不
備
な
る
の
み
な
ら
す
不
可
解
で
も
あ

る
。
此
の
黙
よ
り
推
し
て
、
そ
れ
は
唯
、
軍
な
る
理
想
案

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
ご
思
は
れ
る
。

　
之
を
要
す
る
に
、
富
の
李
均
、
そ
の
手
段
こ
し
て
の
土

地
奉
分
と
い
ふ
事
は
、
「
國
力
を
健
筆
に
す
る
基
本
的
な
改

革
案
ご
し
て
、
常
に
理
想
家
の
計
叢
す
る
所
で
あ
り
、
ア
ギ

ス
王
も
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
王
も
何
れ
も
之
を
企
て
、
居
る
。

そ
れ
故
に
、
か
、
る
土
地
随
分
案
は
、
有
徳
の
政
治
家
、

例
へ
ば
傳
説
の
フ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
如
き
入
の
な
し
そ
う
な

事
で
は
あ
る
。
然
し
果
し
て
之
を
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
改
革

ビ
接
す
る
歴
史
事
實
ビ
し
て
認
む
べ
き
や
否
や
に
つ
い
て

は
、
傳
説
の
成
立
の
歩
き
黙
、
そ
の
計
数
の
黙
、
そ
の
實
施

数
果
を
考
慮
せ
ざ
る
黙
な
ざ
、
何
れ
よ
り
推
論
し
て
も
十

　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究

分
売
ふ
鯨
地
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
是
は
富
の
不

李
等
を
調
節
せ
ん
ご
す
る
理
想
案
の
歴
史
的
築
盛
ご
考
ふ

べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。

リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
徳
観
定
そ
の
丈
化
史
酌
意
義
（
下
） 　

　
　
そ
の
三
、
鐵
銭
の
制
度
に
つ
い
て

　
土
地
不
信
に
關
号
し
て
、
素
馨
的
方
面
で
は
、
有
名
な

鐵
銭
に
就
い
て
も
考
ふ
べ
き
で
あ
る
。
第
一
、
金
銀
の
貨

幣
を
禁
止
す
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
九

世
紀
頃
ギ
リ
シ
ャ
に
は
ま
だ
金
銀
貨
は
存
在
し
て
居
な
い

の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
も
嗣
ら
す
、
何
故
か
、
る
話
が
傳
へ

ら
れ
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

　
プ
ル
タ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
十
号
を
行
使
し
た
た
め
に
、

外
國
の
商
船
も
來
ら
す
、
外
國
ご
の
交
通
も
疎
蓬
こ
な
り

新
流
行
も
此
の
國
に
は
入
っ
て
來
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
Q

（
ピ
図
】
【
9
0
。
ゆ
）
か
く
て
は
常
然
…
般
離
婁
の
進
歩
も
遡
れ
ざ
る

を
え
な
い
。
内
外
入
の
ス
バ
ル
タ
へ
出
入
す
る
を
禁
ず
る

ご
い
ふ
フ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
定
め
た
（
い
胤
内
・
ρ
怜
ご
隼
巳
ソ
5
象
，

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
点
ハ
一
ご
　
（
四
〇
三
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
　
究

極
錠
事
鞍
）
鎖
國
主
義
か
ら
い
へ
ば
目
的
に
適
ふ
の
で
あ

る
が
、
経
塔
当
選
化
的
進
歩
ε
は
、
逆
送
の
現
象
で
あ
る
。

若
し
原
始
的
孤
立
的
な
膚
給
虜
足
の
世
界
を
目
的
ご
し
た

の
な
ら
ば
別
問
題
で
あ
る
が
、
然
ら
ざ
る
限
り
指
導
的
立

法
家
の
規
定
ご
し
て
は
誠
に
不
可
解
ご
言
は
ざ
る
を
え
な

い
。

　
傳
説
は
是
を
説
明
し
て
、
ス
パ
ル
タ
人
の
貧
慾
奢
修
を

制
せ
ん
だ
め
の
規
定
で
あ
っ
た
こ
講
ず
る
（
り
話
調
（
■
O
噂
O
・
）
。
帥

ち
金
銭
に
隣
す
る
執
着
、
惹
い
て
叉
凡
べ
て
の
富
、
私
有

財
産
に
蔵
す
る
欲
求
を
放
棄
せ
し
め
ん
π
め
に
設
け
泥
輝

度
で
あ
り
、
そ
う
す
る
事
が
、
や
が
て
釣
鐘
を
健
實
に
す

る
所
…
以
ε
考
へ
た
か
ら
だ
ε
い
ふ
Q
思
ふ
に
か
、
る
思
想

は
、
冠
會
改
良
家
の
屡
々
着
眼
す
る
所
で
あ
る
。
ル
ソ
ー

の
入
間
不
李
等
起
源
論
の
如
き
、
同
様
で
あ
っ
て
、
私
有
財

産
の
生
せ
ざ
り
し
原
始
経
濟
生
活
は
、
理
想
的
だ
こ
思
惟

す
る
。
帥
ち
此
の
確
説
は
、
土
地
李
分
案
に
よ
っ
て
不
平

等
の
調
節
を
計
っ
た
の
ε
縮
ま
っ
て
、
入
閣
的
慾
望
を
制

サ
ユ
〃
ル
ゴ
ス
徳
二
割
そ
の
文
化
奥
的
意
義
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
第
三
鰭
聯
　
　
　
　
山
ハ
四
　
　
（
四
〇
四
）

し
て
轡
足
す
れ
ば
好
い
こ
す
る
入
々
の
（
。
一
管
、
ρ
．
憎
。
二
・
図
悼
q

悼
ぴ
）
描
い
た
、
経
濟
生
活
の
理
想
案
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
ス
パ
ル
タ
入
の
性
格
は
渋
墨
極
め
て
貧
慾
で
あ
っ
た
。

》
需
鉱
。
ぴ
の
断
片
に
よ
れ
ば
、
ス
。
ハ
ル
タ
の
》
静
8
α
。
昌
δ
ω

は
「
金
が
人
を
作
る
」
ご
言
っ
た
ε
い
ふ
（
Q
．
。
帥
。
・
察
．
戸
。
言
・

漏
や
ω
H
鵠
）
。
さ
れ
ば
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
が
鐵
銭
の
制
を
定
め
て

ス
パ
ル
タ
入
の
貧
慾
を
抑
へ
た
ε
い
ふ
事
は
、
此
の
瓢
か

ら
興
味
が
あ
わ
、
殊
に
若
し
傳
説
成
立
時
代
が
金
鑓
を
熟

愛
す
る
時
代
だ
つ
た
こ
す
れ
ば
、
扁
層
面
自
い
ご
思
ふ
。

　
】
方
に
於
て
U
δ
α
o
暁
。
ω
に
よ
れ
ば
「
強
艶
。
島
羅
。
ヨ
ρ
冨
邸

ち
金
鏡
を
愛
す
・
る
事
を
除
い
て
は
、
何
物
も
ス
パ
ル
タ
を

亡
ぼ
す
事
な
か
る
べ
し
」
ビ
い
ふ
託
宣
が
あ
る
。
（
〈
H
H
・
お
）

豫
言
的
聯
託
で
あ
る
Q
フ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
が
＾
箕
慾
を
制
せ
ん

ε
し
た
と
い
ふ
物
語
早
掻
の
結
構
は
か
く
し
て
着
し
く
豫

言
的
ざ
な
り
願
望
的
な
も
の
ε
な
っ
て
居
る
。

　
だ
か
ら
、
鐵
鍾
の
話
は
、
無
論
歴
吏
事
實
の
物
語
ご
し

て
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
が
ス
パ
ル
タ
入
の
生
活
が
、
盆
々



貧
饗
に
な
っ
た
時
代
に
，
理
想
視
せ
ら
れ
た
原
始
的
経
濟

生
活
に
憧
る
、
熟
情
の
現
は
れ
ご
考
ふ
べ
ぎ
で
は
あ
る
ま

い
か
。

　
　
　
そ
の
四
、
竃
・
制
の
改
革
や
魁
會
的
施
設
な
ご

　
の
　
古
へ
戦
の
煮
繭
し
た
時
代
に
、
青
年
子
女
の
軍
事

敷
育
が
重
要
親
さ
れ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
ヂ
オ
ド
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ

ス
に
見
ゆ
る
託
宣
は
團
結
（
び
O
昌
P
O
ご
○
一
9
）
ε
勇
氣
（
碧
儀
鼠
ρ
）

ビ
が
や
が
て
自
歯
（
臼
2
夢
。
匿
）
の
目
的
地
に
到
ら
し
む

ご
駿
へ
て
居
る
（
＜
H
H
旨
）
（
。
酔
睾
、
戸
ご
．
一
許
ρ
い
u
）
そ
れ
は
軍
事

國
家
の
経
口
方
針
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
。
（
從
順
を
説
く

の
も
同
じ
精
…
紳
ご
考
へ
得
る
。
（
鷺
β
戸
琶
．
・
ρ
昼
卸
9
・
。
。
）
）

　
②
孚
崖
薮
（
公
食
團
）
の
制
度
も
濁
り
ス
パ
ル
タ
の
み

の
特
色
で
は
な
い
。
一
般
に
は
○
。
霧
ω
淀
9
ε
い
ふ
。
既
に

ホ
メ
官
ス
に
は
部
族
の
驚
動
も
あ
り
（
霞
、
9
姥
・
悼
目
博
）
。
又
食

糧
を
各
人
が
持
ち
寄
っ
て
會
食
す
る
事
も
あ
り
（
○
身
・
。
・
。
。
楓
署

③
悼
圓
）
叉
政
治
的
な
制
度
で
も
あ
っ
た
（
罠
凶
p
飢
困
拷
・
α
ゆ
）
。
ク
レ
タ

　
　
　
第
十
「
巻
　
　
研
究

リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
偲
蹴
ミ
そ
の
離
塁
翼
翼
意
外
（
下
） に

お
け
る
碧
象
ρ
（
。
跨
≧
昇
娼
9
H
H
．
¢
．
冨
寓
讐
）
も
、
ス
．
ハ
ル

タ
の
寧
崖
勢
ε
同
量
に
國
防
規
定
の
須
要
部
分
を
な
し

て
居
る
。
（
。
7
瞑
匡
導
p
一
μ
謬
・
の
。
m
。
一
μ
；
δ
鳥
。
。
，
諺
鼻
2
碕
鼠
p
疑
薯
切
茸

国
。
一
毒
戸
一
昌
静
ヨ
∬
。
陰
β
軌
。
鯨
）
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
れ
ば
、
ω
q
ω
既
焦
9
一
は

明
か
に
軍
制
の
一
部
で
あ
る
事
を
物
語
っ
て
居
る
が
軍
隊

の
一
部
隊
を
構
成
す
る
ω
霧
ω
観
9
は
軍
監
に
は
共
に
會
食

す
る
仲
間
で
あ
っ
た
。
（
三
遷
品
。
9
儀
－
聾
H
剛
・
m
．
い
H
ρ
ω
い
α
）
か

く
し
て
乞
食
も
實
は
同
時
に
軍
事
的
謂
練
の
叫
部
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
註
ご
ざ
．
楓
傳
（
ρ
H
ゆ
）
に
に
＋
五
入
内
外
が
食
卓
為
典
に
し
、
子
供
も

　
　
之
に
峯
獅
し
得
る
建
見
え
る
。
ア
ギ
ス
傳
（
ρ
o
◎
）
に
に
、
四
千
五
百
人

　
　
に
土
地
た
分
配
し
、
之
准
四
百
乃
至
二
百
人
よ
り
戊
ろ
＋
五
紐
の
公
食

　
　
團
に
分
つ
六
定
あ
ろ
。
そ
れ
λ
Y
亭
畔
戦
聴
の
組
織
為
示
す
も
の
で
あ

　
　
7
り
・
り
か
定
湖
心
げ
P
あ
妙
ろ
O

　
さ
れ
．
ば
巻
き
に
引
け
る
マ
イ
ヤ
ー
の
説
の
・
如
く
、
　
ヘ
ロ

ド
ト
ス
に
み
ゆ
る
軍
制
改
革
者
た
る
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
ざ
又

勇
武
な
る
將
軍
こ
し
て
の
ジ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
ご
を
有
徳
の
立

法
家
ε
し
て
の
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
か
ら
趨
り
に
遜
別
す
る
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
六
五
　
　
（
四
〇
五
）

爵



　
　
　
第
十
…
巷
　
　
研
究

し
て
も
な
ほ
公
食
團
の
暴
説
を
含
み
、
軍
國
的
色
彩
が
強

い
。
吾
々
は
ジ
ュ
ク
川
ゴ
ス
傳
説
の
中
に
軍
國
主
義
の
面

属
躍
b
転
た
る
を
認
む
べ
き
で
あ
る
Q

　
伺
　
次
に
軍
制
に
爾
幽
し
て
い
へ
ば
、
同
じ
敵
ご
の
戦

は
な
る
べ
く
避
け
て
、
敵
を
し
て
戦
に
慣
れ
し
め
ぬ
よ
う

に
ご
い
ふ
注
意
が
あ
る
（
♂
舜
ρ
φ
）
。
　
之
は
無
論
李
和
主

義
を
示
し
た
の
で
も
な
く
、
叉
傳
説
の
い
ふ
如
く
．
戦
略

の
一
端
こ
し
て
訓
戒
し
た
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
實
は

ω
℃
鍵
陣
簡
㌶
鉱
の
入
口
少
き
た
め
、
兵
の
損
失
を
慮
る
に
出
で

た
も
の
ε
解
鐸
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
後
に
述
べ
よ

’
フ
。

　
㈱
　
武
器
の
精
粗
ご
、
戦
術
の
玄
義
ご
に
論
な
く
、
勝

敗
の
決
は
先
づ
数
に
よ
る
。
友
配
階
級
即
ち
○
。
鵠
三
ρ
戴
の

人
口
の
少
な
き
事
は
、
軍
事
孕
婦
に
ご
つ
て
は
重
大
事
件

で
あ
る
。
而
も
中
堅
こ
な
る
べ
き
ω
℃
母
費
け
鉱
の
数
は
減

少
し
つ
、
あ
っ
た
。

　
ア
ソ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
先
き
に
τ
葺
せ
る
如
く
、

リ
ユ
〃
ル
ゴ
ス
傳
観
定
そ
の
丈
化
史
的
画
嚢
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
畿
　
　
　
　
山
ハ
山
ハ
　
（
圃
［
○
山
ハ
）

　
ゑ
ハ
リス

バ
ル
タ
の
市
民
は
嘗
て
一
萬
を
下
ら
な
か
っ
た
事
も
あ

っ
た
。
然
る
に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
に
よ
れ
ば
、
ペ
ル
シ
ャ
戦
役

當
時
の
市
民
を
入
玉
ご
乏
し
（
＜
員
お
轟
）
コ
暮
孚
・
＄
の
戦
に
は

そ
の
中
か
ら
五
千
出
陣
し
て
居
る
（
図
翼
同
。
る
。
。
）
ア
ソ
ス
ト
プ

レ
ス
時
代
に
は
僅
に
一
千
ご
直
し
（
膨
。
蓋
。
。
・
H
H
・
P
同
ミ
8
）
ア

ギ
ス
王
時
代
に
は
、
彌
々
減
少
し
て
Q
Q
欝
益
舞
鉱
の
奮
家

七
百
、
内
大
地
主
は
一
百
に
す
ぎ
す
ご
い
ふ
（
勺
ζ
。
σ
・
鉾
o
u
）

ア
ギ
ス
王
は
ス
．
ハ
ル
タ
の
土
地
を
四
千
五
百
の
箆
。
δ
圃
に

分
つ
た
が
ω
冨
a
暮
鉱
の
み
で
は
そ
の
数
を
満
た
す
事
が

出
來
な
か
っ
た
の
で
、
頃
9
0
穿
9
の
聞
に
も
分
與
し
た
こ

い
ふ
（
帥
ぴ
剛
山
噸
O
・
c
o
）
。
之
は
無
論
人
口
の
生
理
的
減
少
こ
の
み

解
繹
す
べ
き
で
は
な
く
、
市
民
椹
喪
失
に
よ
る
膚
由
市
民

の
数
の
滅
・
少
を
も
含
む
ご
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
○
市
民
の

入
口
の
減
少
は
、
グ
官
i
ト
の
い
ふ
如
く
、
・
部
族
の
狡
い

範
置
畳
で
通
婚
す
る
結
果
と
し
て
も
超
つ
た
で
あ
ら
う
。

（
困
，
目
禦
。
門
撃
H
H
・
ワ
い
謀
）
然
し
本
読
し
。
℃
鍵
薮
慧
で
あ
り
乍
ら

市
民
椹
を
喪
失
し
た
結
果
、
爵
由
市
民
の
数
の
減
少
を
來

桑



し
た
事
は
甚
だ
し
か
っ
た
で
あ
ら
う
◎
ア
ガ
、
ス
王
の
改
革

に
よ
っ
て
み
る
も
そ
れ
は
大
地
主
の
土
地
鍮
併
に
由
來
す

る
と
思
は
れ
る
。
兎
に
角
膚
由
市
民
の
数
の
著
し
ぐ
減
少

し
つ
、
あ
っ
た
事
は
否
定
し
難
き
事
實
で
あ
る
。

　
之
が
た
め
に
、
ス
．
ハ
ル
タ
で
は
、
無
用
の
戦
を
さ
け
て

一
方
國
力
の
疲
弊
を
防
ぐ
ご
共
に
、
他
方
σ
は
入
口
の
激

誠
を
防
止
す
る
こ
い
ふ
事
は
當
然
…
で
あ
る
。
暴
れ
、
上
述

の
如
く
戦
の
頻
登
を
戒
め
た
所
以
で
あ
る
○
之
ご
同
蒔
に

．
猫
身
晩
婚
を
禁
じ
π
り
（
罷
β
戸
望
ゆ
◎
ギ
ξ
ω
p
一
ソ
山
Φ
♪
9
ω
。
）
或

は
三
子
を
産
め
ば
軍
役
を
免
じ
、
四
子
以
上
を
産
め
ば
一

切
の
公
賦
を
免
す
る
ご
い
ふ
襟
に
多
産
を
奨
画
す
る
法
を

設
け
た
（
2
．
禦
℃
c
葺
H
戸
O
．
講
書
）
）
ε
い
は
る
、
の
も
皆
同
じ

糟
…
紳
に
基
づ
く
ご
考
へ
ら
れ
る
○

　
㈲
　
か
く
支
配
階
級
の
数
の
減
少
に
肇
し
、
一
方
被
支

配
級
の
人
ロ
を
極
め
て
優
勢
で
あ
り
、
爲
め
に
時
々
叛
概

の
鶴
野
を
さ
へ
断
っ
て
居
た
（
≧
㎜
。
。
『
ぎ
簿
H
H
も
↓
H
毬
O
p
）
。
（
註
）

夫
故
に
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
は
困
讐
黛
魯
の
制
度
を
設
け
て

　
　
　
錐
牽
、
…
巻
　
　
研
．
究

リ
ユ
ク
レ
ゴ
λ
徳
説
ビ
そ
の
謡
講
吏
的
意
義
（
下
）

這
艶
○
罠
（
匡
魚
9
。
。
）
の
虐
殺
を
這
え
で
せ
し
め
、
又
ア
ラ
ス

ト
テ
レ
ス
の
言
ふ
所
で
は
、
監
督
官
は
就
任
の
時
ヘ
ロ
ッ

ト
に
戦
を
宣
言
し
．
以
て
之
が
虐
殺
を
し
て
も
不
法
で
は

な
く
合
法
的
の
も
の
だ
こ
し
て
責
任
廻
避
の
口
實
た
ら
し

め
π
ご
い
ふ
（
勺
ζ
層
ξ
回
＾
．
。
b
。
。
）
。
支
配
級
の
人
口
稀
少
こ
い

ふ
動
が
し
難
き
事
實
は
ヘ
ロ
ソ
ト
に
謝
す
る
此
の
非
人
遽

的
残
虐
を
、
有
徳
の
立
法
家
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
に
行
は
し
め

て
、
而
も
憶
説
は
怪
し
ま
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
こ

い
ふ
一
反
肉
で
あ
ら
う
。

　
註
　
国
2
0
島
。
帥
環
H
図
同
。
に
殴
れ
ば
出
陣
ぜ
る
Q
陰
℃
p
臨
弩
紘
に
各
七
人
の

　
　
嵩
亀
。
房
懇
意
っ
て
居
る
虐
見
え
、
ス
パ
ル
タ
奴
灘
の
数
な
推
箕
す
る
手

　
　
掛
り
定
な
る
。
　
目
旨
。
覧
峯
＄
＜
H
昌
も
に
困
れ
ば
、
奴
隷
の
多
数
な

　
　
事
匡
ギ
リ
シ
ャ
諸
國
中
第
一
位
為
占
む
る
寮
が
わ
か
ろ
。
隅
瓦
9
に
ギ

　
　
サ
シ
ヤ
ロ
ー
一
、
世
界
の
人
口
論
に
お
い
て
、
前
五
世
紀
末
の
ス
パ
ル
タ

　
　
入
ロ
為
推
鑓
し
て
、
も
Q
冨
三
暮
p
団
膿
8
層
践
9
一
§
”
H
い
b
。
o
⇔
。
響
・
，
昌

　
　
い
も
o
o
（
内
メ
ッ
セ
ニ
や
人
の
損
央
九
千
乃
至
一
萬
為
除
く
）
定
い
ふ
。

　
　
（
鴇
二
8
鍔
σ
q
謡
9
｝
話
。
ゴ
o
O
陰
斤
鍵
蓬
生
コ
留
ψ
a
い
●
〉
．
N
）
確
か
な
結
果
に

　
　
不
明
だ
が
（
O
h
”
鎮
O
図
O
ポ
Ω
⑦
。
・
．
自
．
｝
ぎ
H
昌
ゆ
い
α
轟
｝
）
ヘ
ロ
ツ
添
の

　
　
　
　
　
　
　
　
青
田
二
號
、
　
　
「
山
ハ
七
　

（
聞
凹
〇
七
〉



第
十
　
巷
　
　
「
研
　
究
　
　
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
傳
蹴
定
そ
の
丈
化
史
的
憲
猫
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
六
八
　
（
開
○
八
）

優
勢
な
事
に
動
か
し
難
い
・
叉
へ
・
ツ
㍗
の
塵
倒
的
多
雪
ミ
て
の
頑
強

ミ
准
。
。
覧
三
巴
£
が
、
如
何
に
恐
れ
て
房
六
か
に
著
明
の
事
費
で
あ
ろ

（
魯
8
ぎ
）
・
象
2
日
く
。
。
。
等
）
且
つ
そ
の
破
蹴
々
企
て
六
る
事
も
↓
｝
・
，

〆
5
．
象
蝕
邨
の
職
班
に
散
見
す
ろ
。

　
一
方
日
常
生
活
に
於
て
一
刀
を
樂
し
む
ご
い
ふ
事
は
、

9
舜
鼠
無
巴
の
理
想
こ
す
る
所
で
あ
っ
て
（
「
望
め
・
ρ
い
轟
）
そ
れ

に
は
へ
将
ッ
事
の
存
在
を
必
要
こ
し
た
○
有
閑
唐
・
山
民
の

生
活
、
是
れ
征
服
支
配
階
級
の
常
に
享
回
す
る
特
椹
で
あ

っ
だ
。
点
只
族
的
な
ア
ジ
ス
ト
テ
ン
ス
が
、
市
民
に
は
飴
…
硲
あ

る
生
活
が
必
要
だ
こ
説
く
の
も
（
｛
、
。
】
＝
・
唄
囲
・
〇
二
鵠
3
p
）
か
、
る

階
級
意
識
の
褒
露
で
あ
る
。
「
ス
パ
川
タ
に
お
け
る
自
歯
質

は
最
大
の
自
由
入
で
あ
り
、
奴
隷
は
最
大
の
三
民
で
あ
る
」

ざ
い
ふ
言
葉
は
（
目
望
許
ρ
悼
。
。
）
ヘ
ロ
ジ
ト
に
卜
し
て
貴
族
的
な

ス
パ
ル
タ
人
の
生
活
を
誠
に
よ
く
穿
っ
て
居
る
。

　
偏
狡
孤
高
の
態
度
を
持
す
る
し
。
鎚
三
三
鐵
は
、
人
口
問

題
、
惹
い
て
は
國
防
問
題
ご
生
活
問
題
ビ
か
ら
麟
色
。
冨
の

取
扱
に
關
し
て
、
膚
縄
自
縛
に
陥
っ
て
居
た
Q
ソ
ユ
ク
ル

ゴ
ス
傳
説
は
、
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
、
此
の
矛
盾
の
現
實

そ
の
ま
》
を
示
し
て
居
な
い
か
。
　
　
　
　
　
尊

　
以
上
の
他
に
、
な
ほ
服
忌
葬
儀
に
關
す
る
宗
敷
的
規
定

（
周
い
｝
．
押
6
　
0
魯
　
n
圃
）
或
は
住
居
（
轟
お
）
蓄
髪
（
嗣
亀
許
（
冒
・
悼
い
・
ξ
競
鴇
一
、
角
。
、
・
o
、
）

（
註
）
等
に
つ
い
て
の
素
朴
な
る
風
習
も
定
め
た
こ
い
は
れ

る
Q
が
、
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
改
革
と
呼
ば
る
、
ス
パ
ル
タ

の
三
三
制
度
を
一
括
す
れ
ば
、
願
望
的
訓
戒
の
類
ご
久
し

き
戦
孚
の
結
果
軍
國
化
せ
る
三
態
ε
、
支
配
級
の
人
口
少

き
事
よ
ウ
必
然
的
に
組
織
だ
て
ら
れ
た
る
制
度
ご
、
及
び

久
し
き
慣
習
ビ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
何
れ
も
決

し
て
突
如
ご
し
℃
形
成
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
叉
規
定

の
旧
く
が
實
現
を
計
り
實
行
を
強
要
し
た
も
の
、
み
ご
は

見
ら
れ
な
い
。
此
等
の
改
革
は
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
層
摺
の
名

に
摩
し
難
く
、
中
に
は
純
理
想
案
を
も
含
ん
で
は
居
な
い

か
定
察
せ
ら
る
、
o

　
註
斯
に
あ
げ
詣
る
繊
典
に
は
蹴
れ
も
長
髪
の
風
俗
な
語
っ
て
居
る
。
然

〆



う
に
同
じ
噸
エ
ク
ル
ゴ
ス
傳
　
山
ハ
飾
㎜
に
に
少
年
の
訓
一
締
叩
を
常
ん
め
髪
為
一
短

く
斬
り
裸
足
殆
ん
ご
裸
難
た
魎
則
亡
し
雲
如
く
児
え
、
前
後
矛
盾
し
て

居
ろ
。
何
れ
も
索
朴
な
る
風
俗
た
示
さ
ん
亡
す
る
意
味
ば
了
解
さ
れ
ろ

が
明
か
に
矛
盾
に
矛
盾
で
あ
る
。
思
ふ
に
少
年
の
揚
合
に
の
み
短
髪
に

す
る
の
で
あ
ら
う
か
・
然
ら
藷
髭
の
馨
要
か
、
或
三
民

誇
張
定
み
な
一
り
れ
ば
な
ら
な
い
Q
尚
ほ
考
へ
六
い
。

　
　
　
そ
の
五
、
内
容
槍
・
討
の
結
果

　
以
上
内
容
を
槍
督
し
た
所
を
要
約
す
る
ご
、

　
の
　
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
事
業
ご
傳
へ
ら
る
、
ス
パ
ル
タ

の
政
治
組
織
は
、
ホ
メ
ロ
ス
時
代
に
現
は
れ
π
素
朴
な
る

組
織
ご
大
差
な
く
（
。
p
・
Q
．
。
．
ρ
H
H
一
・
。
ち
り
。
メ
戸
や
b
8
）
唯
若
干

詳
密
の
度
を
加
へ
た
も
の
に
…
過
ぎ
な
い
。

　
②
　
そ
の
他
就
會
翻
度
、
軍
事
組
織
に
つ
い
て
い
へ
ば

ス
パ
ル
タ
存
在
の
必
然
的
結
果
こ
も
み
る
べ
き
、
軍
國
的

寡
頭
的
要
素
を
記
述
し
た
に
留
ま
り

　
伺
　
纒
濟
的
改
革
は
、
歴
史
的
事
實
ご
い
ふ
よ
b
も
寧

ろ
M
個
の
復
古
的
歳
會
改
善
論
ご
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
第
十
胴
巻
　
　
研
　
究

リ
エ
ク
ル
ゴ
ス
徳
観
ミ
そ
の
丈
化
史
的
意
碗
（
下
） 　

㈹
　
反
之
、
吾
々
の
注
意
を
著
し
く
惹
く
も
の
は
、
N

般
不
健
全
な
る
就
會
に
瀕
す
る
弊
害
を
除
去
せ
ん
ビ
す
る

理
想
的
叉
願
望
的
な
調
子
が
、
全
騰
に
色
濃
く
流
れ
て
居

る
事
で
あ
る
。

　
帥
ち
此
の
傳
説
の
結
構
は
、
古
來
ス
パ
ル
タ
に
存
績
せ

し
實
際
の
制
度
を
基
礎
こ
し
、
之
を
理
想
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
更
に
之
を
目
的
ε
し
て
現
實
の
生
活
を
比
の
理
想

一
境
に
近
づ
け
た
い
こ
い
ふ
願
朗
電
を
さ
会
認
め
得
一
る
。
丙
議
谷

か
ら
是
を
考
察
す
る
も
、
一
個
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
名
に
露

す
べ
き
聖
蹟
で
は
な
い
。
斯
に
提
言
す
る
事
を
許
さ
る
、

な
ら
ば
、
此
の
傳
説
は
古
意
ス
パ
ル
タ
に
於
て
、
ゼ
ウ
ス

ご
密
捜
な
溺
係
を
有
し
、
又
氏
族
憩
こ
し
て
の
信
仰
を
も

つ
り
ェ
ク
ル
ゴ
ス
の
名
に
瞬
断
さ
る
》
、
軍
國
的
、
貴
族

的
、
復
古
的
改
革
の
断
想
案
で
あ
る
。
何
故
に
是
を
か
、

る
迎
「
相
脚
案
ビ
財
兄
な
す
べ
き
で
“
の
る
か
。
之
・
を
探
求
す
る
紘
伽

鎗
は
、
傳
説
成
立
の
年
代
が
ご
葺
き
に
の
べ
た
る
如
く
紀

元
前
四
多
紀
以
後
な
る
瓢
に
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
山
ハ
九
　
　
（
幽
門
〇
九
）

、



第
十
∴
巷
　
　
研
　
究
　
　
U
ユ
・
ク
ル
ゴ
ス
緯
入
電
そ
の
糖
化
奥
的
意
義
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
〇

五
、
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
の
成
立

　
吾
々
の
使
用
す
る
吏
料
が
、
そ
の
成
立
せ
る
時
代
の
影

響
の
下
に
あ
る
事
は
凝
然
の
事
で
あ
る
。
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス

図
説
は
如
何
な
る
環
．
境
の
下
に
成
立
し
た
か
。
之
に
よ
っ

て
先
き
の
提
案
を
解
決
し
た
い
。

　
の
．
　
紀
｝
群
口
剛
五
｛
世
紀
か
ら
ご
｝
世
紀
に
亙
る
ギ
リ
シ
ャ
の

歌
能
醐
は
、
外
的
臨
剛
係
か
ら
み
れ
．
ば
、
ペ
ル
シ
ヤ
齢
戦
役
、
ペ

ロ
ボ
ソ
ネ
ソ
ス
戦
役
に
次
い
で
、
ギ
ヅ
シ
や
諸
國
の
事
覇

戦
が
繊
饗
し
、
軍
國
的
氣
分
の
最
も
旺
盛
な
時
代
で
あ
っ

た
。
叉
之
を
内
的
關
係
よ
り
み
れ
ば
、
民
衆
の
黒
頭
ご
、

之
に
拮
抗
す
る
特
構
階
級
の
勢
力
維
持
の
蓮
動
ご
が
勤
悲

し
た
。
此
の
内
部
の
窯
欝
ば
、
外
部
に
お
け
る
欝
覇
戦
の

勢
力
推
移
ご
錯
綜
し
て
、
民
主
々
義
、
寡
頭
主
義
の
是
非
に

つ
い
て
の
論
爾
を
惹
処
し
た
。
か
、
る
時
ス
パ
ル
タ
の
古

制
は
、
寡
頭
二
軍
國
圭
義
に
向
っ
て
、
一
つ
の
理
想
ご
な
り

払
○
（
璽
。
）

　
②
　
又
質
ジ
シ
・
ヤ
史
翠
雲
の
上
か
ら
考
察
す
る
に
、
四

泌
紀
を
中
心
こ
し
て
前
後
に
は
極
め
て
多
く
の
政
治
的
．
ハ

ン
ア
レ
ッ
ト
の
出
た
時
代
で
あ
る
。
霊
㌶
§
の
Q
O
お
圃
霧
㎞

〉
養
ω
夢
2
霧
の
団
○
｝
崔
内
8
W
＞
霧
。
ぎ
μ
。
ω
の
U
芭
。
σ
q
零
。
・
鴇

6
剛
お
。
℃
o
昌
ぞ
霧
の
℃
露
嵩
℃
覧
2
な
ざ
何
れ
も
か
う
い
ふ
種

類
に
薦
す
る
。
（
野
．
ど
〉
鐸
。
一
。
一
、
｛
ゑ
戦
。
Φ
一
躍
簗
江
。
域
ぎ
ψ
ワ
同
。
。
っ
）
。
か

く
の
如
き
現
象
は
何
に
翌
翌
す
る
か
。
是
全
く
ペ
ル
シ
ヤ

戦
役
以
後
に
高
ま
っ
た
ギ
ソ
シ
や
人
の
民
族
酌
貞
負
心
が

窃
に
彼
等
の
省
察
を
、
内
部
の
制
度
に
向
は
し
沈
か
ら
で

あ
る
（
。
P
琴
〉
．
2
H
ッ
。
暴
島
囲
．
。
Q
．
ミ
O
）
。
図
窪
。
筈
。
⇔
の
丙
団
δ
も
ρ

臼
9
の
如
き
所
謂
し
Q
紳
舞
舅
。
ヨ
§
に
於
い
て
、
吾
々
ば
、

君
主
の
理
想
的
姿
さ
へ
も
純
政
治
的
興
味
か
ら
描
か
れ
て

居
る
の
を
認
め
る
。

　
か
、
る
時
代
に
於
い
て
、
難
民
精
紳
の
内
部
に
燃
ゆ
る

旺
盛
な
創
造
的
衝
動
が
、
或
は
ア
プ
ナ
イ
に
見
る
如
き
民

、



、
砂

生
的
な
、
或
は
ス
パ
ル
タ
に
見
る
如
き
寡
頭
的
な
、
國
家

組
織
肚
裡
制
度
の
現
在
に
よ
っ
て
、
果
し
て
、
刺
戟
さ
れ

な
か
つ
π
で
あ
ら
う
か
（
。
P
団
窪
り
ぎ
p
昌
一
回
・
O
Φ
μ
9
即
国
回
戸
。
。
。
撃
簾
・
図
9

鐸
H
¢
H
い
い
）
。
吾
々
は
、
前
者
を
讃
美
し
た
尉
。
準
弩
ω
の

団
p
舜
簿
。
舜
涛
8
を
も
ち
．
叉
後
者
に
憧
れ
た
×
窪
0
9
9
ρ

の
目
鋳
践
駄
9
0
巳
9
同
団
。
年
・
館
を
み
る
（
。
P
麟
国
。
口
一
．
Φ
傷
片
ロ
象
。
β

・
畿
。
§
匡
。
幕
鳥
。
同
讐
。
。
剛
μ
。
づ
び
①
一
μ
琶
。
〈
。
訂
。
Q
門
ρ
p
8
美
い
9
。
溺
れ
、
民

族
的
聯
立
ご
製
鋼
ビ
の
た
め
に
理
想
國
家
を
確
立
せ
ん
ご

し
て
悶
え
、
民
主
政
治
か
寡
頭
政
治
か
の
岐
路
に
立
つ
時

代
を
代
表
す
る
Q
二
つ
の
傾
向
の
あ
ら
は
れ
で
は
な
い
か

此
の
時
代
に
、
ス
パ
ル
タ
の
制
度
を
樹
立
し
た
ε
い
ふ
傳

説
が
理
想
的
の
姿
を
以
て
現
は
れ
得
な
い
ε
誰
が
断
言
し

え
よ
う
か
。
ジ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
を
纒
め
て
記
述
し
て
居

る
玉
門
ぎ
δ
ω
は
か
の
騎
。
ξ
暮
。
ω
の
弟
子
で
あ
る
。
イ
ン

ク
ラ
チ
ス
が
ア
ク
ナ
イ
を
理
想
國
こ
し
て
描
き
串
せ
る
に

野
し
て
、
彼
虞
身
は
そ
の
歴
史
に
鞭
て
ス
パ
ル
タ
を
理
想

國
ざ
考
へ
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
の
著
述
の
根
本
動
磯

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究

は
、
ス
パ
ル
タ
に
つ
い
て
は
そ
の
歴
史
を
忠
實
に
語
ら
ん

ご
す
る
の
で
は
な
く
、
言
は
や
証
曾
製
作
的
創
作
を
試
み

た
も
の
ビ
解
繹
さ
れ
る
。
（
男
隔
日
ぎ
p
β
窃
・
篤
9
担
ρ
国
餐
）
リ
ユ

ク
川
ゴ
ス
傳
説
が
、
か
、
る
時
代
に
定
型
を
得
た
事
は
注

目
に
贋
す
る
。

諺
ユ
ク
ル
ゴ
ス
簿
既
ミ
そ
の
丈
化
史
的
意
鑓
（
下
） 　

㈲
　
現
實
の
政
治
組
織
就
會
制
度
が
人
々
の
必
要
ご
希

望
ご
を
充
足
し
え
な
い
機
な
、
所
謂
動
揺
の
時
代
に
は
、

局
面
打
開
の
運
動
が
起
る
。
或
は
理
想
郷
を
描
い
て
是
に

憧
れ
、
或
は
直
接
局
面
展
開
の
た
め
に
悪
業
苦
圏
す
る
Q

か
、
る
局
面
展
開
の
幾
多
の
運
動
の
中
に
は
、
屡
々
演
然

に
還
れ
ε
い
ふ
叫
聾
が
聞
え
る
。
か
の
十
七
入
世
紀
啓
蒙

期
の
政
治
論
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
っ
て
、
人
類
の
自
然
歌

心
か
ら
説
き
起
す
の
を
一
つ
の
特
色
こ
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ

に
お
い
て
も
、
既
に
ま
三
ヨ
9
言
の
指
摘
せ
る
如
く
、
理

想
領
家
論
は
自
然
駿
態
よ
り
幽
擾
し
、
自
然
人
と
考
ふ
る

鴇
包
琶
の
駅
態
を
典
型
ε
し
て
屠
る
。
（
圃
げ
洗
鯉
ψ
ミ
）
原

　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
一
　
（
四
｝
一
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究

始
的
縷
濟
生
活
に
留
ま
ら
し
め
ん
こ
す
る
ス
メ
ル
タ
の
改

革
傳
説
は
、
か
、
る
理
想
貴
家
論
の
一
つ
で
は
な
か
っ
た

ら
う
か
。

　
一
方
に
於
て
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
坦
來
．
ギ
ソ
シ
ヤ
の
歴
史

哲
學
に
は
、
人
類
の
堕
落
を
高
潮
す
る
「
派
が
あ
る
。

（
。
『
』
霞
審
p
．
タ
ρ
ワ
同
。
。
博
’
）
か
、
る
傾
向
に
於
て
は
、
人
類
証

會
は
昔
程
完
全
な
り
ご
思
惟
す
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
周

園
を
濁
れ
う
こ
な
す
も
の
は
、
須
ら
く
自
然
の
朕
態
に
熱

る
べ
し
ご
説
く
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
何
庭
に
理
想
國
を

見
斑
し
た
か
。

　
薗
然
人
に
次
い
で
は
、
全
ギ
リ
シ
ャ
中
、
ク
レ
テ
、
ス
．
ハ

ル
タ
を
措
い
て
は
彼
等
の
理
想
の
實
例
を
歴
史
に
求
め
る

事
は
出
來
な
い
。
（
震
三
盛
§
瞬
ポ
碧
．
o
．
目
・
。
・
．
H
箪
）
・
人
々
が
、
ク
レ

プ
や
ス
パ
ル
タ
の
原
始
的
ご
思
は
る
、
素
朴
な
古
制
の
中

に
、
理
想
國
家
を
認
め
ん
ご
す
る
の
は
、
蓋
し
考
へ
え
ざ
F

る
事
で
は
な
い
。

　
而
し
て
ス
パ
ル
タ
の
制
度
は
ク
レ
・
グ
の
そ
れ
を
墾
照
し

リ
ユ
〃
ル
ゴ
ス
傳
観
書
そ
の
文
化
史
憶
意
鵬
（
下
）

　
　
　
　
　
　
、
　
　
第
三
號
　
　
　
七
二
　
（
四
ご
一
）

た
ご
愚
説
は
物
語
る
程
、
密
接
な
關
係
ご
類
似
ε
を
も
つ
。

（
N
φ
目
。
δ
＆
2
ρ
押
脚
…
珍
韓
。
停
⑦
剛
β
憎
。
豪
。
。
・
鐸
、
目
。
ニ
ミ
H
∬
娼
ζ
§
ダ

暮
．
一
．
団
。
三
等
）
。
そ
れ
故
に
、
ス
パ
ル
タ
を
例
示
す
る
事
は

之
に
よ
っ
て
古
代
ギ
ソ
シ
や
入
の
自
然
の
姿
を
代
表
的
に
・

描
い
た
事
に
な
る
の
で
あ
る
Q
フ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
の
内

容
に
、
か
、
る
復
古
的
な
調
子
を
多
量
に
含
ん
で
居
る
事

は
、
既
に
吾
々
の
考
察
し
た
所
で
あ
る
ρ

　
註
ク
レ
テ
の
制
度
に
ン
幽
ぎ
。
・
王
に
餌
づ
。
而
し
て
彼
に
セ
ウ
ス
の
後

　
喬
で
あ
る
。
リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
が
先
き
に
考
究
ゼ
る
如
く
、
セ
ウ
ス
の
信

、
　
仰
虐
關
係
が
あ
り
ざ
す
れ
ば
、
脅
ク
レ
テ
の
剃
燦
の
輸
入
老
為
リ
ユ
ク

　
　
ル
ゴ
ス
に
麟
す
ろ
聡
の
、
偶
然
に
あ
ら
ざ
る
や
為
思
ふ
。
（
亀
●
宕
3
、
o
J

　
ぎ
諺
。
剛
9
・
H
・
。
蔭
・
悼
団
ρ
）

　
凶
　
次
．
に
ス
．
ハ
ル
タ
の
歌
態
を
考
察
す
る
。
四
世
紀
は

ス
．
ハ
ル
タ
が
ギ
ソ
シ
や
諸
國
の
間
に
強
國
の
地
位
を
か
ち

え
た
時
で
あ
っ
た
。
ピ
団
磐
廷
窪
が
》
。
σ
q
o
。
・
℃
o
聾
凱
の
一

戦
に
τ
グ
ネ
の
覇
業
を
撃
破
し
て
か
ら
、
ス
パ
ル
タ
の
冠

會
生
活
に
著
し
き
墾
動
の
起
つ
た
事
も
事
實
で
あ
る
Q



（
恒
登
費
い
旨
ρ
い
ρ
ξ
、
ρ
昌
降
。
・
ρ
9
）
。
　
殊
に
莫
大
の
黄
金

が
ス
パ
ル
タ
に
流
入
し
、
生
活
は
褒
移
ε
な
）
、
從
來
の

朴
訥
の
風
は
す
π
れ
ん
ε
し
、
識
者
が
之
を
抑
止
し
よ
う

ビ
し
て
も
、
沼
々
た
る
勢
を
ざ
う
す
る
事
も
出
凍
な
か
っ

た
。
（
剛
ぎ
ξ
・
．
・
岸
伽
㊦
・
o
・
噴
）
。
加
ふ
る
に
ξ
ω
き
α
窪
は
、
諸

國
に
は
寡
頭
政
治
を
強
制
し
た
が
（
建
ρ
．
い
）
ス
パ
ル
タ

の
本
國
に
於
て
は
、
在
來
の
二
王
統
墾
更
の
志
を
懐
い
た

（転

ｰ
団
幽
．
（
γ
悼
亭
）
。
為
書
國
、
輝
主
義
者
の
肯
ん
せ
ざ
る
所
で
あ
り

（
。
哺
レ
写
。
脱
●
周
。
§
】
ポ
H
・
。
Q
．
お
箇
．
）
純
朴
な
り
し
古
制
に
還
ら
ん
こ

す
る
三
惑
は
、
當
然
漣
り
縛
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
℃
9
馨
謬

王
、
の
如
き
そ
の
代
表
者
で
あ
る
。
（
諸
。
鴇
。
…
、
の
p
阜
≧
『
ζ
ゆ

博
鴇
）

　
か
く
の
如
く
考
察
し
て
來
れ
ば
四
世
紀
前
後
に
於
て
、

ス
メ
ル
タ
内
外
の
形
勢
、
野
心
の
尭
望
の
中
に
は
、
復
古
的

軍
國
的
寡
頭
的
傾
向
を
帯
び
た
力
強
い
一
つ
の
流
れ
が
確

認
ざ
れ
る
。
此
の
一
下
の
潮
流
は
、
途
に
立
法
家
ソ
ユ
ク

　
　
　
鎮
十
一
巻
　
　
研
究

サ
ユ
〃
ル
ゴ
ス
蜷
観
定
そ
の
丈
化
吏
的
意
縫
（
下
） ル

ゴ
ス
の
名
の
下
に
假
託
さ
れ
た
、
ス
パ
ル
タ
古
代
制
度

の
典
型
を
高
調
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
◎
然
ら
ば

丁
丁
の
結
構
が
、
復
古
的
軍
國
的
寡
頭
的
國
家
の
理
想
案

た
る
事
に
不
導
電
は
な
い
。
先
き
に
あ
げ
た
吾
々
の
提
言
．

は
粛
々
認
容
さ
れ
よ
う
。

　
更
に
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
が
デ
ル
フ
ナ
イ
κ
來
て
紳
託
を
講

ふ
た
時
帽
憶
窯
9
は
言
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
「
お
・
、
リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
よ
。
予
は
信
ず
。
汝
は
美
し
き
法
を
懇

　
講
せ
ん
爲
め
に
來
つ
た
。
そ
し
て
予
は
之
を
與
ふ
。
地
上
の
他

　
の
知
何
な
る
市
も
、
未
だ
嘗
っ
て
獲
ざ
り
し
如
き
所
の
醍
（
法
を

　
與
へ
ん
。
）
」
（
H
）
一
〇
q
O
属
O
頓
　
ノ
N
H
図
．
　
剛
”
）

或
は
叉
プ
ル
タ
ル
ク
に
よ
れ
ば
、
デ
川
フ
ナ
ィ
の
託
宣
は

　
「
此
の
法
は
卓
越
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
建
て
た
此
の
法
を

　
持
つ
市
は
、
世
界
中
の
最
も
光
榮
あ
る
も
の
江
る
べ
し
。
」
（
ξ
ド

　
ρ
お
）

　
　
　
　
　
（
註
）

ご
言
っ
て
居
る
。
是
等
の
紳
託
の
言
葉
に
徴
し
て
み
る

も
、
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
法
が
、
如
何
に
理
想
的
の
も
の
ビ

し
て
盛
に
宣
傳
さ
れ
、
叉
そ
う
信
じ
ら
れ
て
居
た
か
“
認

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
，
七
一
ご
　
（
四
一
三
）



　
　
　
第
十
一
巻
　
　
研
究

め
ら
れ
る
Q
「
古
代
ス
パ
ル
タ
の
傳
統
的
影
像
は
、
國
家
物

語
の
本
質
的
な
姿
を
示
し
て
居
る
」
こ
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

（
震
諾
髪
葺
F
9
●
○
」
．
。
Q
．
同
い
同
）

　
註
短
暑
幌
。
置
ξ
ぎ
い
に
も
同
様
の
意
味
の
託
宣
が
あ
る
。

　
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
が
上
述
の
如
く
に
し
て
生
じ
た
ε

し
て
も
、
傳
説
の
作
者
及
び
製
作
の
動
機
に
つ
い
て
は
、

種
々
の
解
綬
が
行
は
れ
て
露
一
し
な
い
。
或
は
グ
ロ
ー
ト

の
言
ふ
如
く
、
乾
酪
改
革
者
の
懐
い
た
理
想
こ
し
て
産
み

田
さ
れ
た
る
ぼ
除
自
8
智
5
団
で
あ
っ
て
、
　
ω
銘
説
δ
ω
9

翻
。
薫
も
。
嘗
。
器
の
　
の
如
き
哲
學
潜
の
手
に
な
る
胤
會
哲
學
的

の
も
の
か
、
（
H
欝
陣
．
。
h
9
6
H
國
殉
ω
昌
二
）
も
貿
）
。
（
。
鴨
．
塗
診
p
一
、
葺
．
讐
丙
。
回
、

O
。
切
。
ダ
幅
・
図
ご
或
は
マ
イ
ヤ
ー
の
推
定
せ
る
如
く
国
恥
§
同
器

王
の
密
な
復
古
主
義
者
が
書
い
た
政
治
的
意
味
や
．
含
ま
せ

た
宣
簿
で
あ
る
か
（
回
帽
。
§
｝
〆
H
■
お
鵠
捺
×
Ω
。
・
・
盈
・
聾
く
．
等
累
）

　
　
　
　
　
（
セ
A
）

そ
れ
は
解
ら
な
い
。
或
は
原
作
者
を
　
串
け
ぴ
興
の
如

く
鑓
首
覧
錺
鼠
南
濠
こ
す
べ
き
か
（
ン
ξ
2
甥
。
嶺
。
｝
冒
●
H
』
．
樟
ω
ゆ
）

或
は
更
に
≦
醐
套
昌
○
ゴ
、
ぎ
の
如
く
冒
。
σ
q
9
養
人
U
雪
。
窪
号
。
。

導
ユ
〃
ル
ゴ
ス
徳
蹴
定
そ
の
丈
化
史
論
意
義
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
覧
七
四
（
四
日
四
㌧

に
算
す
べ
き
か
（
瓢
§
．
q
導
．
O
Q
』
譲
）
そ
れ
も
解
ら
な
い
。
是

等
の
詮
議
は
、
所
詮
は
推
定
以
上
に
出
づ
べ
き
術
が
な

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
吾
々
の
確
言
し
得
る
瓢
は
、
現
在
傳
は
る
如
き
ソ
ユ
ク

ル
ゴ
ス
傳
説
の
骨
子
が
紀
元
前
四
世
紀
に
、
軍
國
的
寡
頭

的
復
古
的
政
治
の
理
想
こ
し
て
成
立
し
た
ご
い
ふ
事
、
唯

そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
否
，
今
吾
々
に
は
、
唯
そ
れ
だ
け
で

好
い
。
全
長
の
結
構
ご
、
そ
の
生
み
繊
さ
れ
た
る
肚
會
釈

態
ご
、
そ
れ
が
今
は
最
も
重
大
な
の
で
あ
る
Q
何
故
な
ら

理
想
君
家
論
者
の
求
む
る
も
の
は
、
ス
パ
ル
タ
の
制
度
の

實
際
で
は
な
く
、
寧
ろ
常
に
理
想
化
さ
れ
た
る
ス
．
ハ
ル
タ

の
古
制
で
あ
っ
た
か
ら
。

　
註
A
　
パ
ウ
サ
ニ
ヤ
ス
が
流
繭
の
問
に
、
リ
ユ
ク
ル
ゴ
ヌ
に
亡
し
て
何
か

　
　
書
い
表
ぜ
い
ふ
事
に
O
e
陣
話
げ
。
ぐ
賢
H
曹
ρ
凱
の
パ
リ
置
字
n
A
の
み
に
在

　
　
り
奪
い
ふ
。
既
の
章
ほ
甚
だ
錯
簡
が
多
い
が
マ
イ
ヤ
ー
は
パ
リ
丈
書
A

　
存
膚
力
の
論
線
定
し
て
贋
る
。
（
局
。
肖
m
o
劉
H
．
幹
p
ω
い
）

　
誰
β
　
巖
尼
｝
霞
。
切
の
利
胴
ぜ
る
誕
料
に
、
三
三
パ
ウ
サ
ニ
ヤ
ス
の
漁
儲
い
実

　
も
の
で
に
な
く
、
バ
ゥ
サ
ニ
ヤ
ス
に
よ
っ
て
、
夏
に
リ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
た



ヒ

賞
讃
し
宏
政
治
哲
學
的
、
キ
ニ
ソ
〃
的
の
も
の
な
ろ
べ
し
定
切
霧
。
㌍

（
σ
q
詳
O
Q
賞
p
『
犀
巳
乙
。
り
Q
●
い
い
）
は
日
ふ
。

六
、
－
7
・
ユ
ク
ル
ゴ
ス
旧
説
の
文
化
史
的
意
義

　
　
ス
パ
ル
タ
の
理
想
時
代
こ
し
て
の
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説

　
は
、
か
く
四
世
紀
に
成
立
し
た
が
、
三
世
紀
に
討
つ
で
、

　
ア
ギ
ス
王
や
ク
レ
ォ
メ
ネ
ス
王
の
治
下
に
行
は
れ
た
疵
會

　
改
革
運
動
に
返
て
は
．
何
れ
も
此
の
ジ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
時
代

　
へ
の
復
露
を
翼
ひ
，
彼
の
業
績
ご
傳
へ
ら
る
、
国
画
的
李

　
等
を
目
標
こ
し
て
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
（
髭
q
｛
勘
脱
。
F
壽
…
娩
・
H
（
H
6
。

　
暮
p
3
霊
診
p
葺
Q
。
ρ
9
p
一
μ
r
曽
F
蛋
・
図
。
彰
・
H
・
ψ
H
蓼
）
。
　
實
際

　
運
動
が
、
此
の
傳
説
を
目
的
こ
し
て
動
く
よ
う
に
な
っ
て

　
は
、
傳
説
は
最
早
量
・
な
る
傳
説
で
は
な
い
。
謬
説
以
上
、

　
更
に
偶
像
ご
し
て
の
カ
を
も
ち
、
歴
史
的
實
在
性
を
備
へ

　
る
に
到
っ
た
。
甚
し
く
腐
敗
せ
る
老
人
達
の
多
く
は
、
リ

　
ユ
ク
ル
ゴ
ス
の
各
を
恐
る
、
事
、
恰
も
、
逃
亡
せ
る
奴
隷

φ

　
が
引
一
戻
さ
れ
て
醤
主
の
名
を
き
く
が
如
く
で
あ
っ
た
ご
い

　
　
　
　
錦
十
叫
巷
　
　
研
　
究

ふ
。
（
曳
離
鉾
p
u
q
ジ
。
・
α
）
。
一
ご
世
紀
に
お
い
て
、
ソ
ェ
ク
ル
ゴ
ス

に
謝
す
る
歴
吏
的
信
念
は
早
く
も
か
く
の
如
く
力
強
き
も

の
で
あ
っ
た
。

　
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
は
四
三
紀
に
は
改
革
の
理
想
8
し

て
慕
憬
さ
れ
、
三
雲
紀
の
肚
會
改
革
運
動
の
昌
標
ご
し
て

は
、
か
く
も
鮮
明
な
る
姿
を
表
は
し
た
。
爾
後
ロ
聖
マ
時

代
に
入
る
ま
で
、
常
に
、
一
方
の
指
導
的
精
紳
と
し
て
胤
會

改
革
の
主
潮
を
な
し
て
居
た
。
プ
ル
タ
ル
ク
も
プ
ラ
ト
ン
、

デ
イ
オ
ゲ
ネ
ス
、
ツ
ェ
ノ
ン
等
が
、
そ
の
範
を
ジ
ュ
ク
ル

ゴ
ス
に
仰
い
で
居
る
ご
認
め
て
居
る
（
琶
炉
◇
恥
H
・
）
。
　
ス
パ

ル
タ
の
古
制
の
文
化
史
的
存
在
こ
し
て
の
便
値
が
叢
に
在

る
。
変
分
は
他
臼
稿
を
改
め
て
、
此
の
傳
説
が
、
後
の
理

想
國
家
論
に
立
て
、
如
何
ば
か
り
潟
仰
の
標
的
ご
な
っ
た

か
、
叉
如
何
に
澗
色
さ
れ
撃
壌
を
蒙
っ
た
か
を
考
察
し
た

い
ご
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
方
に
於
て
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
が
歴
史
事
實
で
な
く
傳

写
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
蹴
定
そ
の
霊
化
史
的
意
義
（
下
）
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
五
　
（
四
隅
五
）



　
　
　
第
十
↓
悠
　
　
研
　
究

説
ご
し
て
作
製
さ
れ
た
と
い
ふ
事
ば
言
ふ
迄
も
な
く
事
實

の
存
在
を
否
認
せ
ね
ば
な
ら
鎗
ご
い
ふ
の
で
は
な
い
。
郎

ち
此
の
傳
説
も
亦
四
世
紀
ま
で
に
経
験
さ
れ
た
る
歴
吏
事

實
を
骨
子
こ
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
ス
パ
ル
タ
の
古
制
は
目
星
。
旨
凶
〔
醐
8
が
既
に
四
百
年
以

來
の
も
の
こ
考
へ
て
居
る
程
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
縦
ひ
入

世
紀
以
前
の
歴
三
惑
實
こ
し
て
は
、
　
爵
8
℃
8
も
。
・
。
｝
男
。
卜

浅
。
厭
こ
い
ふ
楼
な
、
＝
一
の
王
名
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
す
る
も
、
ソ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
の
歴
更
的
回
想
は
九
世

紀
に
遡
り
え
ら
れ
よ
う
。
（
。
p
囹
α
喜
、
妻
、
・
Ω
、
・
象
p
奪
…
声

風
p
彦
。
’
く
潔
N
・
。
。
｛
勾
p
；
・
O
。
切
。
昌
凱
。
】
】
p
皆
。
。
・
♀
）
。
果
し
て
然
ら
ば
、
吾
々

は
傳
説
を
ば
縦
ひ
そ
の
ま
、
に
は
信
じ
難
し
ご
す
る
も
、

少
く
も
物
語
ら
れ
た
る
制
度
そ
の
も
の
、
中
に
は
、
ク
レ

タ
の
制
度
ご
共
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
古
い
生
活
標
式
ご
し

て
注
目
す
べ
き
も
の
が
め
ら
う
。
ス
パ
ル
タ
の
み
に
限
ら

る
べ
き
必
然
的
特
殊
の
制
度
を
、
換
言
す
れ
ば
、
ス
パ
ル

タ
の
地
方
的
關
係
の
み
よ
り
説
明
す
べ
き
、
叉
説
朋
し
え

サ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
競
電
そ
の
曾
爾
史
的
意
鞭
（
下
）

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
　
七
山
ハ
　
（
四
、
山
ハ
）

ら
る
べ
き
黙
を
、
極
力
除
外
す
る
な
ら
ば
、
斯
に
、
ギ
ソ

シ
や
五
族
生
活
の
一
般
的
直
訴
の
古
い
標
式
を
摸
索
し
え

ら
れ
よ
う
Q

　
例
へ
ば
し
。
℃
p
三
9
憲
相
互
の
關
係
は
、
耳
翼
な
る
戦
士

の
防
禦
的
結
果
を
示
し
て
居
る
。
（
。
酒
ン
鍵
．
野
。
。
ρ
P
舞
螢

騨
三
軍
）
。
そ
の
生
活
の
藤
壷
は
村
落
の
聚
團
で
あ
る
。
（
鹿
回
〒

。
｝
．
監
。
・
．
β
同
。
）
防
禦
力
の
、
從
っ
て
又
政
権
の
、
、
墓
礎
は
土

地
所
有
に
在
る
。
或
は
そ
の
政
治
組
織
に
於
て
も
、
或
は

公
食
菌
の
制
度
に
お
い
て
も
（
。
や
霧
、
謹
昌
ρ
一
回
・
、
・
○
野
O
鉾
ゆ
H
。
。
）
乃

至
は
又
、
自
給
商
足
を
本
旨
ご
す
る
孤
立
的
生
活
に
於
て

も
、
凡
べ
て
是
等
の
何
れ
も
は
、
ギ
ソ
シ
や
民
族
が
都
市

．
生
活
に
入
る
以
前
の
生
活
の
、
郎
ち
部
族
藁
家
生
活
の
、

名
残
を
示
し
て
は
居
な
い
か
。
多
少
の
墾
化
は
免
れ
ぬ
ご

し
て
も
、
そ
れ
は
か
、
る
原
始
生
活
様
式
を
彷
彿
し
て
居

る
○
此
の
黙
に
も
、
フ
ユ
ク
ル
ゴ
ス
傳
説
ス
メ
ル
タ
の
古

制
の
交
配
礎
的
意
義
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
Q

　
酷
但
し
、
ス
パ
ッ
タ
並
び
に
〃
ソ
テ
に
示
さ
ろ
》
生
活
織
式
が
ギ
リ
《



ヤ
民
族
の
・
も
つ
表
怯
眠
古
の
・
も
の
ミ
見
る
審
に
詐
さ
れ
・
な
い
O
例
｝
へ
げ
3

ぞ
p
三
p
互
が
男
巴
曇
a
並
び
に
H
憲
。
訴
に
響
ず
る
關
係
ぱ
、
最
早

自
歯
畢
等
な
り
し
都
族
生
潅
の
原
型
で
匡
な
い
。
そ
れ
匡
既
に
嚴
然
六

る
澱
族
的
階
級
定
し
て
現
に
れ
て
居
る
で
は
な
い
か
。
脊
々
に
む
し
ろ

》
「
ぎ
象
p
の
高
原
の
如
姦
＼
乃
至
に
≧
多
寡
p
三
p
》
。
Σ
豊
明
b
ξ
ン
霊
で

。
ご
。
・
な
ご
に
於
い
て
、
よ
り
原
蛤
的
な
雨
靴
に
し
て
膚
由
な
る
牧
人
の

坐
活
農
民
の
盈
活
を
見
切
す
で
あ
ら
う
。
（
一
九
二
六
、
二
、
二
六
）

江
戸
幕
府
の
禁
書
政
策
㈲文

學
士
．
中
村
喜
代
三

C

享
保
の
弛
禁

　
入
豆
蔦
軍
吉
宗
は
、
學
術
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
。
殊
に

天
丈
暦
法
に
興
昧
を
有
し
、
寄
合
建
部
賢
弘
を
顧
問
ご
し

て
、
和
漢
の
暦
書
は
勿
論
、
阿
蘭
の
説
迄
も
廣
く
研
究
し

た
。
加
之
膚
身
種
々
の
天
文
器
具
を
も
製
作
し
た
程
で
あ

っ
た
が
、
享
保
の
初
刷
、
當
時
一
般
に
使
用
さ
れ
て
居
た

貞
享
暦
に
疑
問
を
抱
き
、
天
文
方
三
川
春
海
の
弟
子
猪
飼

某
に
質
問
し
た
け
れ
ご
も
、
要
領
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ

　
　
　
第
十
一
巷
　
　
研
　
究
　
　
江
戸
墓
府
の
禁
書
政
策
（
申
）

で
更
に
賢
弘
に
問
ふ
た
所
、
賢
弘
も
明
臼
な
答
辮
が
出
來

な
か
っ
た
ら
し
く
、
彼
は
京
都
の
中
根
三
右
衛
門
玄
圭
を

推
心
し
た
。
所
が
玄
圭
の
意
見
が
、
甚
だ
吉
宗
の
意
に
適

つ
た
ε
見
え
て
、
其
の
頃
支
那
か
ら
轍
入
さ
れ
だ
暦
算
全

書
の
省
慮
を
玄
圭
に
命
じ
た
。
臆
て
鐸
本
が
出
子
上
っ
た

時
に
、
玄
圭
は
此
の
書
は
別
に
原
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
抄
録
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
其
の
原
本
を
見

な
い
以
上
、
一
篇
の
本
意
を
明
瞭
に
解
騨
し
難
い
ご
言
上

し
た
。
早
瀬
命
今
が
長
崎
奉
行
に
下
っ
た
結
果
、
果
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
七
七
　
（
四
…
七
）


